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1 

議第８号 

    

   令和２（２０２０）年度柏崎市下水道事業会計補正予算（第４号） 

 

（総則） 

第１条 令和２（２０２０）年度下水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和２（２０２０）年度下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収

益的収入の予定額を次のとおり補正する。 

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ） 

収   入  

第１款 公共下水道事業収益 4,250,653 千円 △ 154 千円 4,250,499 千円 

 第１項 営 業 収 益 1,656,231 千円 △ 46 千円 1,656,185 千円 

 第３項 営 業外収益 2,594,354 千円 △ 108 千円 2,594,246 千円 

合     計 5,451,774 千円 △ 154 千円 5,451,620 千円 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「1,896,962 千

円」を「1,917,141 千円」に、当年度分損益勘定留保資金「1,482,581 千円」を「1,502,760 千

円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ） 

支   出  

第１款 資 本的支出 3,935,167 千円 20,179 千円 3,955,346 千円 

 第２項 企業債償還金 2,722,358 千円 20,179 千円 2,742,537 千円 

（他会計からの補助金） 

第４条 予算第１０条に定めた補助を受ける金額を次のように改める。 

  （ 項 目 ）         （既決予定額）        （補正予定額）        （ 計 ）       

⑵ 下水道に排除される下水の規制に関す

る事務に要する経費 

25,674 千円 △ 93 千円 25,581 千円 

⑶ 水洗便所に係る改造命令等に関する   

事務に要する経費 

4,279 千円 

 

△ 15 千円 4,264 千円 

令和３年（２０２１年）２月１９日提出 

 

柏崎市長 櫻 井 雅 浩 
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　令和２（２０２０）年度下水道事業会計

補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書
　　　　　　　　　　　　　　（第４号）

柏 　崎 　市
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（附属書類第１号）

1

1

2

4

3

2

14

1

2

1

合　　　　　　　　　　　　　　　計 5,451,774

企 業 債 償 還 金 2,722,358

資　本　的　収　入　及　び　支　出

支　　　　　　　　　　　　　出

款 項 目 既決予定額

企 業 債 償 還 金 2,722,358

千円

資 本 的 支 出 3,935,167

事 業 収 益

公 共 下 水 道

他会計補助金

営 業 外 収 益

雨 水 負 担 金

収　　　　　　　　　　　　　入

収　益　的　収　入　及　び　支　出

令和２年度（２０２０年度）柏崎市下水道事業会計補正予算実施計画

既決予定額節目項款

営 業 収 益

雨 水 負 担 金

補 助 金

1,034,835

2,594,354

1,040,835

千円

4,250,653

1,656,231

411,713

411,713
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1

△ 154 5,451,620

20,179 2,742,537

補正予定額 計 備　　　　　考

20,179 2,742,537 公共下水道事業 20,179

千円 千円 千円

20,179 3,955,346

4,250,499

△ 46 1,656,185

△ 46 411,667

2,594,246

備　　　　　考計補正予定額

千円千円

△ 154

△ 46 411,667

△ 108 1,034,727

△ 108 1,040,727

△ 108
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千円

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

24,396

3,300,201

0
固定資産除却費 470,363

△ 19,289

△ 2,131,583

△ 111

452,568

△ 20

△ 20,236
前払費用の増減額（△は増加） 0

△ 366,634

0
預り金の増減額（△は減少） 0
前受金の増減額（△は減少） 0

1,709,655

111

△ 452,568

1,257,198

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,105,050

20

△ 14,000

0

0

0

475,354

0

△ 643,676

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

0

0

945,600

△ 2,114,750

685,050

△ 627,787

0

0

0

0

21,900

△ 1,089,987

資金に係る換算額 0

資金増加額（又は減少額） △ 476,465

資金期首残高 2,137,649

資金期末残高 1,661,184

他会計からの出資による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー

（令和２年（２０２０年）年４月１日から令和３年（２０２１年）３月３１日まで）

令和２年度（２０２０年度）柏崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

その他の企業債による収入

その他の企業債の償還による支出

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出

その他の他会計借入金による収入

その他の他会計借入金の返済による支出

投資活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入

一時借入金の返済による支出

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

無形固定資産の取得による支出

無形固定資産の売却による収入

有価証券の取得による支出

有価証券の売却による収入

国庫補助金等による収入

貸付金の返還による収入

有形固定資産の売却による収入

受取利息及び受取配当金

支払利息

有形固定資産売却損益（△は益）

未収金の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

たな卸資産の増減額（△は増加）

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

業務活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

長期前受金戻入額

（附属書類第２号）

当期純利益

減価償却費

減損損失

引当金の増減額（△は減少）
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（附属書類第３号）

（千円）

１ 固定資産

(1) 有形固定資産 135,496,759

減価償却累計額 △ 47,490,819 88,005,940

(2) 無形固定資産 19,458

固定資産合計 88,025,398

２ 流動資産

(1) 現金及び預金 1,661,184

(2) 未収金 105,163

貸倒引当金 △ 492

(3) その他流動資産 2,000

流動資産合計 1,767,855

資産合計 89,793,253

令和２年度（２０２０年度）柏崎市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和３年（２０２１年）３月３１日）

資　　　産　　　の　　　部
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（千円）

３ 固定負債

(1) 企業債 24,166,950

(2) 引当金 838,334

固定負債合計 25,005,284

４ 流動負債

(1) 企業債 2,552,218

(2) 未払金 271,311

(3) 引当金 16,334

(4) 預り金 22,161

(5) その他流動負債 2,000

流動負債合計 2,864,024

５ 繰延収益

(1) 長期前受金 78,686,797

(2) 収益化累計額 △ 28,002,284

繰延収益合計 50,684,513

負債合計 78,553,821

（千円）

６ 資本金 4,901,870

７ 剰余金

(1) 資本剰余金

ア　補助金 5,093,359

イ　受益者負担金分担金 5,320

ウ　工事負担金 1,052

エ　受贈財産評価額 182,268

資本剰余金合計 5,281,999

(2) 利益剰余金

ア　建設改良積立金 1,018,000

イ　当年度未処分利益剰余金

　　繰越利益剰余金 3,167

　　その他未処分利益剰余金変動額 10,000

　　当年度純利益 24,396

利益剰余金合計 1,055,563

剰余金合計 6,337,562

資本合計 11,239,432

負債資本合計 89,793,253

負　　　債　　　の　　　部

資　　　本　　　の　　　部
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（附属書類第４号） 

地方公営企業法施行規則第３５条の規定による会計に関する書類の注記 

 

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

⑴ 資産の評価基準及び評価方法 

地方公営企業法施行規則第８条の規定による。  

⑵ 固定資産の減価償却の方法 

ア 定額法 

イ 主な耐用年数 

地方公営企業法施行規則別表第２号（第１４条及び第１５条関係）による。 

⑶ 引当金の計上方法 

ア 賞与引当金 

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、

当年度の負担に属する額を計上している。 

イ 退職給付引当金 

職員の退職手当の支給に備えるため、当該年度末下水道事業会計に配賦されている職員の

退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。 

ウ 貸倒引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。 

⑷ その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。 

 

２ 予定貸借対照表に関する注記 

⑴ 後年度に一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項 

令和２年度（２０２０年度）予定貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日

から起算して１年以内に償還予定のものも含む。）のうち一般会計が負担すると見込まれる金

額は、１６，９５６，３０９千円である。 

⑵ 引当金の取崩額に関する事項 

ア 退職給付引当金の取崩し 

令和２年度（２０２０年度）において、退職手当４２，５２８千円を支給する見込みのた

め、退職給付引当金４２，５２８千円を取り崩した。 

イ 賞与引当金の取崩し 

令和２年度（２０２０年度）において、期末手当及び勤勉手当４１，４７４千円を支給す

る見込みのため、賞与引当金１７，２５０千円を取り崩した。 
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３ リース契約により使用する固定資産に関する注記  

⑴ リース取引の処理方法に関する事項 

リース料総額が３，０００千円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。 

⑵ リース会計に係る特例措置に関する事項 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理を行っている。  

⑶ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額 

   １年内  ４，７５１千円 

   １年超  ３，９５９千円 

    計   ８，７１０千円 

 

４ その他の注記 

⑴ 修繕引当金に関する経過措置 

平成２６年（２０１４年）３月３１日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前

の例により取り崩すこととする。 

⑵ みなし償却制度の廃止に伴う経過措置 

平成２６年（２０１４年）３月３１日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助

金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成２６年（２０１４年）３月３１

日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に

把握できる資産を除いた全ての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明

らかな資産は、除く。）を対象とした按
あん

分等の方法を用いて合理的に整理している。 


